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はじめに 

１．統一清算機関について 

日本証券業協会、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所、株式会社名古屋証券取引所、証券会員制法人札幌証券取

引所、証券会員制法人福岡証券取引所（以下「市場開設者」という。）は、共同で統一清算機関を設立することで合意し、各市場

開設者において本年 1月にその旨を決定いたしました。 

現在、各市場開設者における株券や新株予約権付社債券等の売買取引については、各市場開設者が、それぞれの決済履行保証制

度の下で売買当事者に代わり売買の債務の引受け※を行うとともに、資金・証券の計算処理や受渡し指図等のいわゆる「売買の清

算」を行っていますが、市場横断的な統一清算機関の設立により、店頭市場（JASDAQ）及び全ての証券取引所においてそれぞれ独

立して行われている現物取引の売買の清算は、統一清算機関で一元的に行われることになります。（※ 債務の引受けについては一部市

場を除く。） 

 

２．統一清算機関設立準備会について 

現在、市場開設者は、「統一清算機関設立要綱」に沿って、統一清算機関の設立そして業務開始に向け、具体的な検討に着手し

ております。 

この検討を行うため、各市場開設者の実務担当者が集まって組織したのが『統一清算機関設立準備会』です。 

『統一清算機関設立準備会』では、統一清算機関の母体となる準備会社が設立されるまでの間、統一清算機関に関する情報等を

各市場開設者を通じるなどして市場参加者（会員、取引参加者）に対し提供していく予定です。 

 

 

なお、本資料の内容については、既存の仕組み又は現時点での検討を基に記載しておりますので、今後の検討により変更となる

可能性がある点、予め御了承ください。 

 

 

 



清算機能統合のイメージ 
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乙証券取引所 

約定成立・約定照合 

 

 

 

 

 

 

 

店頭市場(JASDAQ) 

約定成立・約定照合 

 

 

↓ 

 

 

Ａ  証  券 

口   座 

Ｂ  証  券

口   座 
甲取引所 

口  座 

Ｂ  証  券 

口   座 

Ａ  証  券 

口   座 
甲取引所 

口  座 

Ａ証券会社

甲証券取引所 

約定成立・約定照合 

 

 

 

 

Ｃ  証  券

口   座 

Ｃ  証  券

口   座 
乙取引所 

口  座 

Ｂ  証  券 

口   座 

Ｃ  証  券 

口   座 

Ｄ  証  券 

口   座 

Ｂ  証  券 

口   座 

Ｄ  証  券

口   座 

Ｃ  証  券 

口   座 

乙取引所 

口  座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在は市場毎

に決済処理を

行っているた

め、有価証券と

資金の決済に

伴う口座振替

も参加者別に

市場毎となっ

ている 

Ｂ証券会社 Ｃ証券会社 Ｄ証券会社

 

         

 

         

債務引受・ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ

決 済 照 合 

振 替 指 図 

 

         

 

         

決 済 照 合 

振 替 指 図 

ネッティング 決 済 照 合 

振 替 指 図 

JASDAQ 

口  座 

JASDAQ 

口  座 

DVP 決済 

非DVP決済

非DVP決済
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統一後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＶＰ決済（証券決済と資金決済のリンク） 

 

 

 

 

 

甲証券取引所 

約定成立 

↓ 

約定照合 

店頭市場(JASDAQ) 

約定成立 

↓ 

約定照合 

その他 

業者間取引 

マーケット 

 

統   一   清   算   機   関 

 

↓ 

 
↓ 
 
 

↓ 

保 管 振 替 機 関 

 

清算参加者 

口   座 

清算参加者 

口   座 
清算機関 

口  座 

資 金 決 済 銀 行 

 

清算参加者 

口   座 

清算参加者 

口   座 
清算機関 

口  座 

債 務 引 受 

ネッティング 

決 済 照 合 

ｾﾝﾄﾗﾙ･ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰ 

ﾃｨｰ機能の発揮 

決 済 保 証 

清算参加者 

清算参加者以外の 

マーケット参加者 
清算参加者 

清算参加者 

乙証券取引所 

約定成立 

↓ 

約定照合 

振 替 指 図 
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Ⅰ．設立目的及び組織等 

項 目 概  要 備  考 

 

１．設立目的及び運営

の基本方針 

（１）設立目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）運営の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国における有価証券の売買取引に係る清算業務は、現在、その取引形

態に応じ、売買執行市場や売買当事者間毎に、それぞれが独立して行われて

いるために、様々な非効率が生じている。 

そこで、こうした状況を解消すべく、市場横断的な清算機関の下で清算業

務を統一し、清算手法の標準化、利用者におけるアクセスポイントの一元化

及びグローバルスタンダードに即した決済保証制度の導入等を行うことで、

市場の効率性・利便性の向上と決済の安全性の確保を図り、もって我が国証

券市場の国際競争力の強化に資するとともに、Ｔ＋１決済の導入に向けた環

境整備を行う。 

 

清算機関は、以下の基本方針の下、公共性・中立性及び利用者ニーズを踏

まえた事業運営を行うものとする。 

・ 十分な安全性の確保 

・ 効率性を追求したサービス提供 

・ 国際水準を意識した制度、機能の具備 

・ 新規ニーズへの迅速かつ柔軟な取組み 
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項 目 概  要 備  考 

 

２．組織 

（１）組織形態 

 

（２）商号 

 

 

（３）事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

（４）設立の方法 

 

 

 

 

（５）資本の額及び出

資者等 

 ①資本の額及び発行

する株式の数 

 

 

 

・ 清算機関は株式会社とする。 

 

・ 清算機関の商号は、「株式会社 日本証券クリアリング機構」とする。 

・ 英文商号は Japan Securities Clearing Corporation とする。 

 

・ 清算機関は、以下の業務を行う。 

① 有価証券の売買その他取引に係る清算業務及びその附帯業務 

 

 

② 清算業務に関連する業務 

 

 

 

・ 現在、有価証券市場における清算業務を行っている日本証券業協会（店頭

市場）、(株)東京証券取引所、(株)大阪証券取引所、(株)名古屋証券取引

所、札幌証券取引所及び福岡証券取引所が共同して清算機関を新たに設立

し、当該清算機関に清算機能を集約させる。 

 

 

 

・ 清算機関の資本の額は、3,000 百万円とする。 

・ 業務開始時の発行株式数は 30,000 株とする。 

 

 

 

 

 

・ 本店は、東京都中央区に置

く。 

 

 

・ 清算業務とは、売買取引の債

務引受、計算事務及び決済履

行保証等をいう。 

・ (株)東京証券取引所からの

派生商品の清算事務、担保管

理事務等の受託を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 清算機関が発行する株式の

総数は、120,000 株とする。 
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項 目 概  要 備  考 

 

 ②株主及び出資比率

等 

 

 

 

 

 

（６）機関 

 ①株主総会 

 

 

 ②取締役 

 

 

 

 

 

 

③監査役 

 

 

 

 

 

 

・ 清算機関は市場開設者の出資により設立することとする。 

・ 出資比率は、各市場における清算業務の規模に基づき以下のとおりとす

る。 

日証協 東証 大証 名証 札証 福証 

3.4％ 86.3％ 9.5％ 0.7％ 0.05％ 0.05％ 

・ 株式の譲渡には、取締役会の承認を要する。 

 

 

・ 定時株主総会は、毎営業年度終了後３か月以内にこれを招集し、臨時株主

総会は、必要ある場合に随時これを招集する。 

 

・ 取締役は９名以内とする。 

・ 取締役のうち、常務に従事する取締役１名を選任する。 

・ 取締役の選任は、総株主の議決権の１/３以上を有する株主が出席した株

主総会において、その議決権の過半数をもって行う。 

・ 取締役の任期は、就任後２年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の

終結のときまでとする。 

 

・ 監査役は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名とする。 

・ 監査役の任期は、就任後４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の

終結のときまでとする。 

 

 

 

 

・ 清算業務の規模は、内国株券

の売買代金をベースに算定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 業務運営において利用者の

意見を反映させるとともに

公共性・中立性を確保する観

点から、参加者代表を含めた

社外取締役を選任する。 
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項 目 概  要 備  考 

 

 ④運営委員会 

 

 

 

 

 

 

 ⑤従業員 

 

 

（７）事業年度 

 

（８）利用システム 

 

 

・ 清算機関に運営委員会（仮称）を設置する。 

・ 運営委員会は、清算機関の運営に関する重要事項について、取締役会の諮

問に応じ又は取締役会に意見を述べることができる。 

・ 運営委員会の委員は、清算機関の参加者の役職員、並びに証券業と直接関

係のある会社の業務に従事するもの以外で証券市場に関し識見を有する

ものから、取締役会が委嘱する。 

 

・ 業務執行に当たる従業員は、当分の間、市場開設者からの出向により対応

する。 

 

・ 事業年度は、毎年４月１日から翌年３月 31 日までとする。 

 

・ 清算機関の業務は、設立から当分の間、（株）東京証券取引所の清算シス

テムインフラ（ＤＶＰシステム及びＷＡＮ（Ｔarget）等を含む）を利用

して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 別紙１「清算機関システム概

念図」参照 

・ 清算機関への参加に伴い不

要となるシステム資産に係

る処理費用については、各市

場において負担する。 
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Ⅱ．清算機関における参加者制度 

項 目 概  要 備  考 

 

１．清算機関業務開始後

の参加者制度の枠組

み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．清算参加者の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 証券会社等が、直接、清算機関を通じて有価証券の売買の決済を行おうと

する場合、清算機関の参加者（以下「清算参加者」という。）となるものと

する。 

 

 

 

・ 市場参加者が清算参加者とならない場合には、当該市場参加者が直接参加

している市場で行う売買の決済については、清算参加者となっている他の

証券会社等に委託することとなる。（別紙２「参加者制度イメージ図」参照） 

 

 

 

 

 

・ 清算参加者は、以下の２区分とする。 

①  自社清算参加者 

自社が市場において行った売買（顧客からの委託分を含む。）のみの清算

を行える参加者 

 

②  他社清算参加者 

他社が市場において行った売買の清算を行える参加者（他社清算参加者

自身が市場において行った売買の清算も含む。） 

 

・ 現在、市場開設者が開設す

る市場に直接参加している

者（会員、取引参加者、以

下「市場参加者」という。）

についても同様。 

 

・ いずれの市場にも直接参加

せず、「委託」・「委託の取次

ぎ」（いわゆる「つなぎ」）

を行う場合には、清算参加

者となることや清算参加者

となっている他の証券会社

等に決済を委託する必要は

ない。 
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項 目 概  要 備  考 

 

３．清算参加者の要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 清算参加者になろうとする者は、清算機関に対し清算資格の取得申請を行

い、承認を得なければならない。 

 

・ 清算参加者の資格要件は、以下のとおりとする。 

① 証券会社、登録金融機関又は証券金融会社であること。 

 

 

② 財務状況について以下の基準を満たすこと。（証券会社用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 清算参加者として適切な経営体制及び業務執行体制を有しているこ

と。 

i. 株券等の決済を適切に行えること。 

保振機構口座・資金決済銀行口座の開設、ＷＡＮ(Target)の接続等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 以下、本資料における業務

上の要件等に関しては、清

算機関が日本銀行、証券保

管振替機構等の関係諸機関

＜新規加入基準＞ 自社清算参加者 他社清算参加者 

資本金 ３億円以上 ３億円以上 

純財産額 ２０億円以上 ２００億円以上 

自己資本規制比率 ２００％超 ２００％超 

 
なお、清算機関業務開始時においては、円滑な移行を行う観点から、

以下の基準を適用する。（清算資格の維持基準をベース） 

＜移行･維持基準＞ 自社清算参加者 他社清算参加者 

資本金 ３億円以上 ３億円以上 

純財産額 ３億円以上 ２００億円以上 

自己資本規制比率 １２０％以上 ２００％以上 
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項 目 概  要 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．清算参加者の義務等 

（１）清算参加者契約

の締結 

 

（２）清算基金の預託

等 

 

 

 

（３）特別清算料の納

入 

 

 

 

ii.国債ＤＶＰ決済を適切に行えること。 

国債ＤＶＰ決済に係る要件を満たさない者についても、国債の売買

を行わないことを確約すること等を条件に、自社清算参加者の資格を

付与する。 

iii.その他、経営体制・業務体制について適切な状態であること。 

 

・ 清算資格の取得の承認を受けた者は、清算資格取得手数料を清算機関に納

入する。 

 

 

 

 

・ 清算参加者は、清算機関との間で清算参加者契約を締結する。 

 

 

・ 清算参加者は、決済に係る当該清算参加者の清算機関に対する債務の履行

を確保するためのものとして、清算機関に対し清算基金を預託する。 

・ 具体的な預託方法等については、別紙４「各種担保の取扱いについて」を

参照 

 

・ 清算参加者は、清算参加者間のロスシェアルールとして清算機関が定める

ところにより、清算機関に対し特別清算料を納入しなければならない。 

 

 

から口座開設等の承認を得

る必要がある。 

・ 国債ＤＶＰ決済の要件の詳

細については、別紙３「国

債ＤＶＰ決済を行うための

要件について」参照 

 

・ 清算資格取得手数料は、加

入に必要な諸手続きに係る

経費として 100 万円とす

る。 

・ 清算機関業務開始時に清算

資格を取得した者には納入

を求めない。 

 

 

・ 決済履行保証制度について

は、「Ⅲ ３.決済履行保証制

度」において詳述 

 

 

・ 清算機関においても清算参

加者による相互保証の枠組

みを維持する。 
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項 目 概  要 備  考 

 

（４）手数料等の納入 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）清算受託契約の

締結 

 

 

 

（６）清算参加者代表

者等の選任 

 

（７）承認・届出・報

告 

 

５．清算資格の喪失 

 

 

 

 

・ 清算参加者は、清算機関の定める清算手数料等を清算機関に納入する。た

だし、当面の間は、各市場の市場開設者から徴収することとし、各市場の

取引手数料を含めた全般的な手数料体系の整理などの状況を踏まえたうえ

で、清算機関利用者から直接手数料を徴収する方式への早期移行を検討す

る。（手数料については、「Ⅴ 清算手数料等について」において詳述） 

・ 清算参加者は、証券保管振替機構（以下「保振機構」という。）で取り扱う

有価証券について、決済のために授受する有価証券の数量に応じた同機構

の振替手数料相当額を清算機関に納入する。 

 

・ 清算参加者は、市場に直接参加する者のうち清算参加者でない者（以下「非

清算参加者」という。）から清算の受託を受けようとするときは、当該非清

算参加者との間で清算機関の定める清算受託契約を締結しなければならな

い。 

 

・ 清算参加者は、清算参加者代表者及び日常業務責任者等を選任する。 

 

 

・ 清算参加者は、所定の事項について、承認を受け、届出又は報告を行う。 

 

 

・ 清算参加者は、清算資格を喪失しようとする場合には、あらかじめ清算機

関の承認を受けるものとする。 

 

 

 

・ 清算参加者から徴収する際

の清算手数料等の具体的な

料率については、別途検討

する。 

 

・ その他、フェイル遅延損害

金等についても清算機関に

納入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 具体的な事項は別途検討。 
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項 目 概  要 備  考 

 

６．清算参加者に対する

業務制限等 

 

 

７．清算参加者に対する

調査  

 

８．清算機関業務開始時

の清算資格付与 

 

 

 

 

 

９．非清算参加者の取扱

い 

 

 

 

 

・ 清算機関は、清算参加者が清算機関の諸規則等に違反した場合や財務上の

問題があると認められる場合等において、当該清算参加者に対し、清算業

務の制限・停止、清算資格の取消し等を行うことができる。 

 

・ 清算機関は、清算機関の運営上必要と認める場合には、清算参加者に対し

資料を請求し、検査を行うことなどができる。 

 

・ 清算資格を取得しようとする者は、清算機関に申請を行うものとする。 

・ 清算機関業務開始時の清算資格付与に係る財務状況の審査は、清算参加者

の維持基準を基に行う。 

 

 

 

 

・ 非清算参加者については、各市場における参加者として各市場開設者が管

理等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 清算機関は、申請受付事務

及び審査の一部を市場開設

者に委託することができ

る。 

・ 具体的な清算資格取得手続

きについては別途検討。 

 

・ 非清算参加者に関する事項

は、原則として各市場がそ

れぞれの規則等において定

める。 

・ 清算機関と市場開設者との

関係・業務区分等について

は、「Ⅳ 清算機関と市場開

設者との業務分担等」を参

照 
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Ⅲ．清算機関における清算・決済制度等について 

項 目 概  要 備  考 

 

１．売買・決済制度の統

一等について 

 

（１）発行日決済取引

の取扱い 

①清算値段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②約定値段と清算値

段の差額等の授受 

 

 

 

 

・ 清算機関への清算機能の統合に当たり、現行売買・決済制度において市場

開設者間で取扱いが異なっているものについて、以下のとおり統廃合を図

る。 

 

 

・ 清算機関は、発行日決済取引を行っている銘柄について、毎日、清算値段

を定める。 

・ 清算値段は、その日の最終値段（取引所市場については、最終気配値段を

含む。以下同じ。）とする。ただし、当該日に約定値段（取引所市場につ

いては、最終気配値段を含む。以下同じ。）がない場合には、前日の清算

値段とする。 

 

 

・ 複数市場に重複して上場されている銘柄については、あらかじめ定めた優

先順位により、当該日において約定値段がある市場を選択し、当該市場に

おける最終値段を清算値段とする。 

 

・ 約定値段と当該約定日における清算値段とを比較して差額を生じたとき

は、清算参加者はその差額に相当する金銭を約定日から起算して４日目の

日の非ＤＶＰ決済の決済時限までに、清算機関との間で授受するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 最終気配値段とは、取引終了

時において当該市場の規則

に基づき表示されていた特

別気配値段、調整気配値段又

は認定気配値段をいう。 

 

・ 重複銘柄の清算値段の取扱

いについては、別紙５「各種

清算値段等の取扱いについ

て」参照。 

 

 

・ 非 DVP 決済における清算機

関への支払時限は午後 1時、

受領時限は午後 2時 45 分。 
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項 目 概  要 備  考 

 

 

 

 

③決済値段 

 

④売買証拠金の預託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）｢円建外債特別取

引｣及び｢当日決済

取引異会員間取

引｣の取扱い 

 

（３）国債決済制度 

①決済日 

 

 

・ 当該日の清算値段と前日の清算値段とを比較して差額を生じたときは、清

算参加者はその差額に相当する金銭をその日から起算して４日目の日の

非ＤＶＰ決済の決済時限までに、清算機関との間で授受するものとする。 

 

・ 決済値段は、当該発行日決済取引の最終日の清算値段とする。 

 

・ 清算参加者は、発行日決済取引開始日の当該銘柄の最終値段（取引開始日

において、当該銘柄に約定値段がない場合は、当該開始日における当該銘

柄の旧株券の最終値段）に 100 分の 10 を乗じて算出した額に、売付け及

び買付け株数の差引株数を乗じて算出した額（所要額）以上の売買証拠金

を、約定日から起算して４日目の日の正午（半休日においては午前 11 時）

までに清算機関に預託する。 

・ 複数市場に重複して上場されている銘柄については、清算値段と同様の優

先順位により、取引開始日において約定が成立している市場を選択し、当

該市場における最終値段を用いて売買証拠金所要額を算出する。 

 

・ 売買実績が皆無に等しい状況にあり、決済についても特殊な方法を必要と

することから、清算対象としない。 

 

 

 

 

・ 国債証券の売買の決済日は約定日から起算して４日目の日とする。ただ

し、約定日から起算して４日目の日が利払期日前３日間のいずれかの日に

当たる場合は、利払期日（休業日の場合は繰り下げる。）を決済日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 国債決済制度の詳細につい

ては別紙６「国債決済制度に

ついて」参照 
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項 目 概  要 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

②決済方法及び決済

物件 

 

 

 

③決済のために授受

する金銭及び国債

証券 

 

（４）過誤訂正等 

 

 

（５）その他清算対象

売買に関する売買

制度上の前提 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 国債証券の売買の決済は、日本銀行金融ネットワークシステムのＤＶＰ機

能を利用して行う。 

・ 決済物件は、通常取引・条件付取引の区分にかかわらず、振決国債とする。 

 

 

・ 売買契約締結ごとの売買代金の額及び国債証券の数量とする。 

 

 

 

・ 清算機関は、各市場からの訂正については、約定日翌日の午後２時までに

受け付けたものを清算対象とする。 

 

・ 清算機関の業務開始時において清算対象となる売買について、各市場の売

買制度上の主な前提は別紙７のとおりとする。 

 

 

 

 

・ 利払期日前３日間は、日本銀

行における振替停止期間等

に当たるため決済は行わな

い。 

・ 当日決済取引は清算対象と

しない。 

 

・ 清算参加者が国債証券の売

買の決済を行うには、一定の

要件を満たす必要がある。

（別紙３参照） 
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項 目 概  要 備  考 

 

２．清算機関における清

算・決済業務について 

 

（１）清算対象取引 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 以下の取引を清算の対象とする。 

① 店頭市場※、(株)東京証券取引所、(株)大阪証券取引所、(株)名古屋証券

取引所、札幌証券取引所及び福岡証券取引所における有価証券の売買 

※店頭市場については、JASDAQ 売買システム若しくは JASDAQ マーケットメイ

クシステムを通じて行われる売買又は JASDAQ 売買システム稼動時間内に会

員が行うマーケットメイク銘柄の会員間売買（現在 JASDAQ による債務引受

の対象となっていないものを除く。）を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

② 貸借取引等に係る株券等及び金銭の授受（貸借取引等の債務引受に関す

る取扱いについては、別紙９参照） 

 

③ その他、業者間取引等(ＰＴＳなどを含む)、いわゆるストリート・サイ

ドにおける有価証券の売買 

 

 

 

 

・ 別紙８「清算機関における清

算・決済の枠組み（イメー

ジ）」参照 

 

・ 各市場開設者は、その市場で

成立した売買に係る清算業

務を行わせる者として、定

款・業務規程等において清算

機関を指定する。 

・ 株券オプション取引の権利

行使により成立する株券（売

買に係る数量が対象株券の

売買単位未満である場合を

含む。）についても、清算の

対象とする。 

 

 

 

 

・ 今後の新商品の増加、参加者

ニーズ等を踏まえ適宜対応

する。 
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項 目 概  要 備  考 

 

 

（２）清算機関による

債務引受 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ネッティング 

 

 

 

 

 

（４）証券決済処理 

 

 

 

 

・ 清算機関は、売買当事者（清算機関に直接参加しない者を除く。）の相手

方として債務引受を行う。 

・ 債務引受は、原則として債務引受に係るデータの受領を清算機関が確認し

た時点において行う。 

 

・ ただし、取引所有価証券市場及び店頭売買有価証券市場における現物取引

については、当該取引が成立した時点で、市場開設者が指定した清算機関

が当該取引に係る債務を引き受けることとし、市場開設者及び清算機関の

それぞれの規則においてその旨定める。 

 

 

 

 

 

・ 清算機関は債務引受を行った取引に関し、原則として、決済日を同じくす

る各市場の売買について、有価証券は銘柄毎・清算参加者毎に、資金決済

は清算参加者毎にネッティングし、決済を行う。 

・ ただし、異なる手法のＤＶＰ決済間（株券等ＤＶＰ決済、国債ＤＶＰ決済）、

ＤＶＰ決済と非ＤＶＰ決済との間はネッティングを行わない。 

 

・ 清算機関は、以下の証券種類毎に、振替決済制度（保振機構、日本銀行、

東証、大証、日証決）を利用して決済を行う。ただし、現在、振替決済制

度が存在しない商品については、現物有価証券の授受により行う。 

 

 

 

 

・ 清算機関業務開始時におい

ては、貸借取引・品貸取引が

該当する。 

・ 取引所有価証券市場及び店

頭売買有価証券市場は、約定

成立について業務規程等に

記載する旨法定されている

とともに、その開設者が法律

上自主規制機関として位置

付けられており、行政による

厳格な管理の下にある。 

 

・ 国債等、一部については個別

（グロス）決済を残置する。 

 

 

 

 

・ 別紙 10「清算機関における

決済方法イメージ図」参照 
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項 目 概  要 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 保振取扱銘柄の内国株券等及び転換社債券の普通取引、立会外分売、立会

外取引等の決済は、ＤＶＰ決済により行う。 

・ 清算機関の業務開始に伴い、現在、ＤＶＰ決済未導入の市場での売買に係

る決済についてもＤＶＰ決済に移行する。 

 

 

 

 

 

 

種類 受渡方法 

保振取扱内国株券*1 口座振替：保振機構 

保振非取扱内国株券*2 現物 

内国新株引受権証書 口座振替：日証決振決 

東証外国株券 口座振替：東証振決 

大証外国株券*３ 口座振替：大証振決 

国債 口座振替：日銀振決 

円貨建･外貨建外国債券 現物  

その他債券 現物 

内国転換社債券 口座振替：保振機構 

外国転換社債券 口座振替：日証決振決 

新株引受権付社債・新株引受権証券 現物 

 

 

*1：内国株券には、投資証券、

投資信託受益証券及び優

先出資証券を含む。 

*2：保振非取扱内国株券には、

日銀出資証券を含む。 

*3：大証外国株券には、外国

投資証券等を含む。 

 

 

 

 

 

 

・ 株券等のＤＶＰ決済の概要

については、別紙 11：「株券

等ＤＶＰ決済について」参照 

・ 株券オプション取引の権利

行使により成立する株券の

売買に係る数量が対象株券

の売買単位未満である場合

は、株券の授受を行わず金銭

の授受により決済する。 

・ ＤＶＰ清算値段の取扱いに
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項 目 概  要 備  考 

 

 

 

 

 

 

（５）資金決済処理 

 

 

 

 

 

（６）その他 

①清算機関から配布

する清算・決済関連

帳票の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 保振非取扱内国株券、債券（国債及び内国転換社債券を除く。）の決済に

係る現物受渡及び新株引受権証書等の振替決済は、日証決東京営業所にお

いて行う。 

 

・ 資金決済は、清算機関が指定した清算銀行又は日本銀行のうちから参加者

が資金決済銀行として選定した銀行における口座振替により行う。 

・ なお、清算銀行については、安定的な財務基盤と円滑な事務処理体制のほ

か、緊急時の緊密な連絡体制も確保されている必要があることから、清算

機関近隣に店舗を有する銀行を指定する。 

 

 

・ 清算機関は、清算参加者に対し清算引受明細表等の清算・決済関連帳票を

ＷＡＮ(Target)又は書面により清算参加者等へ配布する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついては、別紙５参照 

 

・ 清算機関は、現物有価証券の

受渡事務等、その事務の一部

を日証決に委託する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 清算引受明細表のサンプル

については、別紙 12 を参照 

・ 東証約定分については、売買

明細表を清算引受明細表と

して代用する。 

・ その他の主な清算・決済関連

帳票は、別紙 13「主な帳票」

のとおりとする。 

・ 書面帳票の配布は日証決東

京営業所において行う。 
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項 目 概  要 備  考 

 

②立会外分売取扱料

の取扱い 

 

 

 

 

③債券の経過利子の

取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．決済履行保証制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 立会外分売において、分売取扱取引参加者（売方参加者）が買付参加者に

対し、買付数量に応じて交付する立会外分売取扱料については、市場参加

者間で授受される手数料であり、売買に係る約定代金とは性格が異なるも

のであることから、清算機関における清算対象とはしない。 

 

 

・ 債券の経過利子は、別紙 14 記載の基本算式により清算機関において計算

する。 

・ 各市場から受領する約定データにおいて、１対複数又は複数対複数の注文

が対当した約定については、売付けと買付けが相対の関係となるように約

定を分割し、分割後の売買額面金額に基づき計算した経過利子の額を合計

することにより算出する。 

・ 初期利子について、基本算式により計算した経過利子の額が利札券面記載

の利子額を超過する場合は、利札券面記載の利子額を経過利子の額とす

る。 

 

・ 清算機関は、セントラルカウンターパーティとして債務を引き受けた売買

取引に関し、決済の履行を保証する。 

・ 破綻清算参加者に係る決済履行に際し、清算機関自身が破綻した場合シス

テミックリスクを惹起し証券決済全体に重大な影響をもたらすことにな

ることから、こうした事態に陥ることのないよう、清算参加者から、それ

ぞれのリスクに応じた清算基金の預託を受けるとともに、清算参加者間の

相互保証等のロスシェアルールを確立する。 

 

 

・ 現状では、市場における売買

代金等とともに総括清算さ

れている。 

・ 名証における立会外買付取

扱料についても同じとする。 

 

・算出方法は現行どおり。 

 

・ 具体例については、別紙 15

参照。 

 

 

・ 具体例については、別紙 16

参照。 
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項 目 概  要 備  考 

 

（１）清算基金の取扱

い 

①清算基金所要額 

 

 

 

②代用有価証券の取

扱い 

 

 

③所要額の見直し 

 

 

 

 

④所要額不足額の預

託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 清算基金の所要額は、各清算参加者の未決済残高とそれに係る価格変動を

基に、清算機関が定める算式により、清算参加者毎に算出した額とする。 

・ ただし、当該額が 3,000 万円に満たない場合は 3,000 万円とする。 

 

・ 清算基金は、全額有価証券により代用差入れ可能とする。 

 

 

 

・ 清算機関は、原則として毎月末に所要額の見直しを行い、翌月の 15 営業

日目の日から適用する。 

・ その他、清算機関は、必要に応じ、清算基金の所要額を変更することがで

きる。 

 

・ 清算参加者は、当該清算参加者が清算機関に預託している清算基金が所要

額に満たない場合（代用有価証券により差し入れた場合において、日々の

代用価格の変動のために所要額不足が生じた場合を含む。）には、当該不

足額以上の額を、不足が生じた翌営業日の正午までに清算機関に追加預託

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 具体的な算式は別紙 17 参

照。 

 

 

・ 代用有価証券の代用価格の

取扱いについては、別紙５

「各種清算値段等の取扱い

について」参照。 
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項 目 概  要 備  考 

 

（２）違約損失準備金

等の取扱い 

 

 

 

①違約損失準備金等

の活用に関する考

え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②違約損失準備金等

の活用方法 

 

 

 

・ 現行の違約損失準備金等のデフォルトファンドについては、各市場に留保

するが、その目的に鑑み、各市場に留保されている現物取引に係る当該準

備金等の積立額等を限度として、清算機関における決済履行保証スキーム

において活用する。 

 

・ 清算機関が各市場の清算機能を統合して設立されるものであることを踏

まえると、その決済履行保証制度においても、統合前と同水準の安全性の

確保が求められ、そのためには、清算基金制度や相互保証に加え、現行の

違約損失準備金等がデフォルトファンドとして確保される必要がある。 

・ また、各市場の参加者は、清算機関の清算参加者とほぼ重複していること

から、清算機関においてデフォルトが発生した際に、相互保証に至る前の

バッファーとして違約損失準備金等を活用することは、現状における参加

者ニーズにもマッチすると考えられる。 

・ これへの対処に当り、各市場において積み立てられた違約損失準備金等を

清算機関へそのまま移管した場合、課税（法人税）対象となることから、

当該準備金等については、各市場に留保することとし、決済履行保証のた

めに活用する。 

 

 

 

・ 各市場は、各々の違約損失準備金等の積立額等を限度として清算機関の損

失を補償する契約を清算機関と締結し（７者間契約）、清算機関が債務引

受した取引の清算において発生した損失を補償する。 

 

 

・ 違約損失準備金等とは、日証

協（JASDAQ）、大証において

は「違約損失準備金」、東証、

名証においては「違約損失積

立金」、札証、福証において

は「違約損失補償準備金」を

いう。 

・ 各市場の現物取引に係る違

約損失準備金等の現時点の

積立額等は以下のとおり。

（単位：百万円、四捨五入し

て表記） 

日証協(JASDAQ)：1,000 

東証：6,927 

大証：2,569 

名証：303 

札証：17 

福証：37 

合計：10,853 

 

・ 損失補償のイメージ図は別

紙 18 参照 
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項 目 概  要 備  考 

 

③損失補償の対象取

引 

 

 

④損失補償の契約期

間 

 

 

⑤損失補償の実行方

法 

 

 

 

 

 

（３）決済不履行に係

る損失の処理スキ

ーム 

 

 

 

 

・ 各市場における現物取引及びその他の取引（市場取引とネッティングする

ことが適当と認められる現物取引。例：株券の市場外取引）の清算から生

じた清算機関の損失を補償の対象とする。 

 

・ 契約期間は３年とし、契約期間満了の３か月前までに他者に対する申し出

が行われない限り、当該契約を更新する。 

  

 

・ 損失補償の実行に当たっては、清算機関は各市場の損失補償限度額の大き

さに応じて等しく履行を求める。 

 

各市場の損失補償実行額 

＝各市場の損失補償限度額× 

 

 

・ 清算機関は、清算参加者の決済不履行による損失を、以下の順位により補

填する。 

（第１順位）不履行清算参加者の預託金 

（第２順位）各市場による損失補償 

（第３順位）清算機関の剰余金 

（第４順位）清算参加者の相互保証 

 

 

 

 

 

 

・ 契約期間を定めない場合、契

約の拘束力に疑義が生じる。 

 

 

・ 実行方法の事例については、

別紙 19 参照 

 

 

 

 

 

 

 

・ 清算参加者の預託金とは、清

算基金、売買証拠金、前日差

入担保金等をいう。 

・ 清算機関においても清算参

加者による相互保証の枠組

みを維持する 

 

保証する損失の総額 

各市場の損失補償限度額の総額 
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Ⅳ．清算機関と市場開設者との業務分担等 

項 目 概  要 備  考 

 

１．市場開設者における

決済処理の枠組み等 

 

（１）取引参加者等の

義務 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）取引参加者等の

清算・決済に関す

る規定 

 

 

（３）清算取次取引の

成立 

 

 

 

 

 

 

・ 各市場の参加者（以下「取引参加者等」という。）は、それぞれの市場

で売買を行うためには、清算機関の清算資格を取得するか、清算機関

の他社清算参加者との間で清算機関の定める清算受託契約を締結しな

ければならない。 

 

・ 非清算参加者である取引参加者等は、清算受託契約を締結した他社清

算参加者のうちから、常に決済を行わせる相手（以下「指定清算参加

者」という。）を１社指定しなければならない。 

 

 

・ 各市場開設者は、清算参加者である取引参加者等の決済方法を清算機

関が定める方法により行う旨定める。 

・ 非清算参加者である取引参加者等の決済については、各市場開設者が

定める。 

 

・ 非清算参加者である取引参加者等が行った呼値により成立した売買に

ついては、非清算参加者の計算により指定清算参加者の名において売

買が成立する。 

 

 

・ 以下、非清算参加者に関する事

項は、各市場がそれぞれの規則

等において定める。 

・ 非清算参加者である取引参加

者等は、複数の他社清算参加者

と清算受託契約を締結するこ

とができる。 

 

・ 複数市場で取引参加者等とな

っている者で、清算資格を取得

しない者は、指定清算参加者と

して各市場同一の者を指定し

なければならない。 

 

 

 

 

 

・ 以下、非清算参加者の計算によ

り指定清算参加者の名におい

て成立する売買を「清算取次取

引」という。 
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項 目 概  要 備  考 

 

（４）非清算参加者と

清算参加者との間

の受渡し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）顧客と取引参加

者等との間の決済 

 

（６）天災地変の際の

非常措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 非清算参加者から清算参加者への受渡時限等 

・ 清算取次取引に係る非清算参加者から清算参加者への受渡時限は、清

算機関の決済時限までの間の清算参加者が指定する日時とする。 

・ 非清算参加者と清算参加者との間の受渡物件については、清算参加者

と清算機関との間の決済物件と同一とする。 

 

② 証券決済未了の取扱い 

・ 渡方となっている非清算参加者がやむを得ない事由により清算参加

者に有価証券を引き渡すことができなかった場合で、清算参加者が承

諾したときは、当該有価証券の引渡し及びそれに伴う金銭の授受を翌

日に繰り延べることができる。 

 

・ 各市場開設者の定める受託契約準則等において規定する。 

 

 

・ 各市場開設者は、非清算参加者と清算参加者との間の決済、取引参加

者等と顧客との間の決済に関し、天災地変等の場合には、決済条件の

変更ができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 清算参加者と清算機関との間

の決済については、清算機関が

決済条件の変更を行うことと

し、清算参加者である取引参加

者等は、これに従うものとす

る。 

・ 実際の非常措置の発動には各

市場開設者及び清算機関との

連携が必要となる。 
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項 目 概  要 備  考 

 

（７）非清算参加者に

おける貸借取引 

 

 

 

 

 

 

２．清算・決済に係る各

市場の取引参加者管

理の枠組み等 

 

（１）清算受託契約の

締結・指定清算参

加者の変更等に係

る管理 

 

 

 

 

 

（２）清算業務の停止

等を受けた取引参

加者等の処置等 

 

・ 非清算参加者が証券金融会社に対し貸借取引の申込みを行うことに

より、証券金融会社との間で非清算参加者の計算により指定清算参加

者の名において貸借取引が成立する。 

・ 清算参加者は、清算機関との間で当該貸借取引に係る株券等の受渡し

を行う。 

・ 非清算参加者と清算参加者との間の担保の受渡し、利息・貸株料等の

授受は当事者間で行う。 

 

・ 非清算参加者については、各市場における参加者として各市場が管理

等を行う。 

 

 

・ 清算受託契約を締結した取引参加者等は各市場開設者に届出を行う。 

・ 非清算参加者が指定清算参加者の指定・変更を行おうとする場合には、

各市場開設者の承認を得なければならない。 

・ 非清算参加者が指定清算参加者を指定しない場合、当該非清算参加者

である取引参加者等は、市場での売買は行えないこととする。 

 

 

 

 

・ 各市場開設者は、清算参加者である取引参加者等が清算機関に清算業

務の制限・停止又は清算資格の取消しの措置を受けた場合には、当該

取引参加者等の市場における売買の制限・停止を行う。 

 

 

 

 

 

 

・ 具体的なスキームについては

各証券金融会社と別途調整を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 非清算参加者から指定清算参

加者の指定の承認申請を受け

た市場開設者は、清算機関と協

議し、同意を得た上で承認を行

う。 

 

・ 清算機関が清算参加者に対し

清算業務の制限・停止、清算取

次の制限・停止及び清算資格の
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項 目 概  要 備  考 

 

 

 

 

 

 

（３）清算資格喪失時

の取引参加者等の

処置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）有価証券の売買

等又はその受託等

に関する規制措置 

 

 

・ 各市場開設者は、清算参加者が清算機関に清算取次の制限・停止、清

算資格の取消しの措置を受けた場合には、当該清算参加者を指定清算

参加者として指定している取引参加者等の市場における売買の制限・

停止を行う。 

 

・ 各市場開設者は、取引参加者等が清算機関の清算資格の喪失申請を行

った場合、当該取引参加者の市場における売買を停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 各市場開設者は、売買管理の観点から、信用取引等の委託保証金の引

上げ等の規制措置を行う。（現行どおり） 

 

 

取消しの処置を行う場合には、

あらかじめ各市場開設者に対

し通知する。 

 

 

 

・ 清算機関は、清算参加者から清

算資格の喪失申請を受けた場

合には、速やかに各市場開設者

に対し通知する。 

・ 喪失申請を行った取引参加者

等が、他社清算参加者と清算受

託契約を締結し、指定清算参加

者を指定することが確約され

ている場合には、当該取引参加

者等の売買を停止しない。 

・ その他、清算受託契約の解約等

に係る事務手続きについては、

別途定める。 

 

 

・ 市場開設者は、清算参加者が清

算機関に差し入れる発行日決

済取引の売買証拠金について

も、その額の引上げ等を行うこ
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項 目 概  要 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）取引参加者等情

報の清算機関への

通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 各市場開設者は、取引参加資格の取得、喪失、その他取引参加者等に

係る情報を、清算機関に通知する。 

 

 

 

とができる。その場合、清算参

加者は、市場開設者の定める額

と清算機関の定める額のうち

高い方の額を清算機関に差し

入れることとなる。 

・ 実際の規制措置の発動には各

市場開設者及び清算機関との

連携が必要となる。 

・ 清算機関は、リスク管理の観点

から独自に清算基金等の引上

げ等を行う。 

 

・ 清算参加者と取引参加者等と

の関連付けについて清算機関

でも情報を把握する必要があ

る。 
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Ⅴ．清算手数料等について 

項 目 内 容 備 考 

 

１．財務の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．手数料体系等 

（１）徴収の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 清算機関は、経営基盤の安定性・財務体質の健全性の維持を基本として運

営されるものとする。 

・ 中長期的な取扱商品範囲の拡大及びサービス内容の拡充等に要する投資

に備え、清算機関の利益は当分の間、内部留保することとし、配当につい

ては、経営の安定性、業績等を勘案し実施を検討する。 

 

 

 

 

 

・ 清算機関は、債務引受を行う額等に応じた定率的手数料、清算対象銘柄・

清算参加者の維持・管理等に要する定額的利用料及び新規商品の清算に対

応するために必要となる一時費用負担金等の清算手数料並びに担保管理

業務受託等に係る業務受託料その他手数料を清算機関の利用者から応益

的に徴収することを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ システム利用料及びその他経

費として年額 31 億 5000 万円

程度の支出が見込まれること

から、当該試算額を賄うに足

る額を手数料として徴収す

る。 
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項 目 内 容 備 考 

 

（２）徴収項目及び対

象者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・手数料項目及び徴収対象者は次表のとおりとする。 

 業務開始当初 参加者からの直接徴収開始後 

各市場開設者 ①銘柄管理料 

②新規商品取扱料 

③清算手数料 

①銘柄管理料 

②新規商品取扱料 

清算参加者 ④決済手数料（保振機構） 

⑤フェイル遅延損害金等 

③清算手数料 

④決済手数料（保振機構） 

⑤フェイル遅延損害金等 

 

① 銘柄管理料 

各市場の上場銘柄の清算業務を行うに際し、清算機関において銘柄マス

ターのメンテナンス業務やコーポレートアクションの管理等が必要とな

ることを勘案し、原則として上場銘柄数に応じた銘柄管理料を各市場開設

者から徴収する。 

 

② 新規商品取扱料 

新規商品の清算に対応するため、当該商品の商品性及びシステム対応コ

スト等を勘案し一時費用として各市場開設者から徴収する。 

 

③ 清算手数料 

取引量（売買代金）に所定の料率を乗じた額及び清算参加者の維持・管

理等に要する定額的利用料を徴収する。 

 

 

・ 清算手数料については、取引

手数料等を含めた全般的な手

数料体系の整理、参加者への

影響等を考慮のうえ、清算機

関利用者から直接手数料を徴

収する方式への早期移行に努

力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 定額的利用料の徴収は、清算

参加者から直接清算手数料を

徴収する方式への移行後と
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項 目 内 容 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．各市場開設者から徴

収する手数料の料率

等 

 

４．手数料の請求・支払

方法 

 

 

 

④ 決済手数料 

保振機構で取り扱う有価証券について、決済のために授受する有価証券

の数量に応じた同機構の振替手数料相当額を徴収する。 

 

⑤ フェイル遅延損害金等 

フェイル遅延損害金・違約金、ＤＢ認証料等については、清算機関の規

定に基づき徴収する。 

 

・ 各市場開設者から徴収する銘柄管理料・清算手数料の料率は、別紙 20 の

とおり。 

 

 

・ 締め日：月末 

・ 請求日：翌月第６営業日 

・ 支払日：翌月 20 日（休業にあたるときは、順次繰り下げる。） 

・ 支払方法：口座振替 

 

し、当該移行時には、取引量

（売買代金）に対する料率に

ついても再調整する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 


